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広瀬寝屋川市長（左）と酒井立川市長（右）  

この度、立川市は、大規模災害発生時には『人員の確保』『備蓄品の確保』『他の

自治体等からの応援が来るまでに時間を要する』等、これまでの災害の教訓からの

社会的な課題を解決すべく、被災市から離れたもう一方の市が物資調達業務等を支

援する『サテライト体制の確立』、発災直後から予め定めた必要物資を供給する

『プッシュ型供給』、必要備蓄品の一部を共同で備蓄する『共同備蓄』を３つの柱

とした協定を、大阪府寝屋川市と締結しました。 

本協定は大規模災害時の確実な支援という目的で、両市間の連携・相互援助を約

束するもので、大規模災害発生時における市民生活の早期安定及び備蓄物資の充実

を図っていく内容となっています。 

 

【問い合わせ】立川市危機管理対策室防災課  

担当：轟 誠悟 ℡042‐523-2111 内線 2138 

災害アライアンスに関する協定 寝屋川市・立川市“同盟” 

を締結しました 


